
 

○那珂川市立学童保育所条例 

(平成 21年 9月 28日条例第 20号) 

改正  平成21年12月24日条例第33号 平成25年12月24日条例第38号 

平成26年12月18日条例第32号 平成29年3月6日条例第9号 

平成30年3月14日条例第1号 平成30年6月27日条例第19号 

平成31年3月29日条例第20号 
 

 

(設置) 

第 1条 那珂川市立小学校の児童で、扶養義務者の就労、又は疾病等により放課後及び那

珂川市立小中学校の管理規則(平成 18年教委規則第 2号。以下「小中学校管理規則」と

いう。）第 3条に定める休業日（以下「学校休業日」という。）において、家庭保育に

欠ける児童に対し、一定時間の生活指導を行うことによりその児童の健全な育成を図る

ため学童保育所（以下「保育所」という。）を設置する。  

(名称、位置及び定員) 

第 2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする 

名称 位置 定員 

南畑学童保育所 那珂川市大字埋金 530番地 1 40人 

岩戸学童保育所 那珂川市西隈 2丁目 6番 45号 80人 

岩戸北学童保育所 那珂川市恵子 1丁目 1番地 1 120人 

安徳学童保育所 那珂川市松木 2丁目 134番地 120人 

安徳北学童保育所 那珂川市五郎丸 1丁目 11番地 120人 

片縄学童保育所 那珂川市片縄北 1丁目 15番 2号 120人 

安徳南学童保育所 那珂川市上梶原 1丁目 1番 2号 120人 

2 市長は、在籍する児童の出席の実態等を考慮し、保育所運営上、支障がないと認める

ときは、定員を超えて入所させることができる。  

(休所日) 

第 3条 保育所の休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認め

るときは、この限りでない。  

(1) 日曜日  

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178号)に規定する休日  

(3) 12月 29日から翌年 1月 3日まで  

(生活指導の期間及び時間) 

第 4条 生活指導期間は、4月 1日から翌年 3月 31日までとし、生活指導時間は、別表

第 1のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、19時まで生活指導時間を

延長することができる。  

2 非常変災その他急迫の事情があるときは、市長は、生活指導時間を臨時に変更するこ

とができる。  

(入所要件) 

第 5条 保育所に入所できる者は、那珂川市立小学校に在学する保育に欠ける児童で、市

長が必要と認めるものとする。  
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2 市長は、前項に該当する児童のうち、次の各号のいずれかに該当する者については、

保育所への入所を制限することができる。  

(1) 感染症の疾病にかかっている者(人から人に伝染するものに限る。)  

(2) 集団保育に耐えない者  

(申込手続等) 

第 6条 保育所の利用の申込手続その他保育所の利用に関し必要な事項は、市長が別に定

める。  

(利用料金) 

第 7条 扶養義務者は、保育所を利用した場合、別表第 2に定める利用料金を市長に支払

わなければならない。  

(管理の代行等) 

第 8条 市長は、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者（地方自治法（昭和

22年法律第 67号。以下「法」という。）第 244条の 2第 3項に規定する指定管理者を

いう。以下同じ。）に保育所の管理運営を行わせるものとする。  

2 前項の規定により指定管理者に保育所の管理運営を行わせる場合の当該指定管理者が

行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。  

(1) 保育所を利用する児童の保育に関する業務  

(2) 保育所を利用する児童の健全育成を図るための事業に関する業務  

(3) 保育所の利用、利用の変更及び利用の中止の受付に関する業務  

(4) 保育所の利用料金（次条第 1項に規定する利用料金をいう。）に関する業務  

(5) 前各号に掲げるもののほか、保育所の管理に関する業務で、市長が特に必要と認め

る業務  

3 第 1項の規定により指定管理者に保育所の管理運営を行わせる場合における第 4条第

2項及び第 7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管

理者」とする。  

(利用料金の収受等) 

第 9条 前条第 1項の規定により指定管理者に保育所の管理運営を行わせる場合において

は、法第 244条の 2第 8項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受さ

せるものとする。  

2 保育所における利用料金は、別表第 2に定める額の範囲内において、指定管理者があ

らかじめ市長の承認を得て定めるものとする。  

(委任) 

第 10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則  

この条例は、平成 22年 4月 1日から施行する。ただし、第 2条第 1項（同項の表に

係る部分に限る。）の規定は、平成 21年 12月 1日から施行する。  

附 則(平成 21年 12月 24日条例第 33号)  

この条例は、公布の日から施行し、平成 21年 11月 16日から適用する。  

附 則(平成 25年 12月 24日条例第 38号)  



(施行期日) 

1 この条例は、平成 26年 4月 1日から施行する。  

(経過措置) 

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成 26年 4月 1日以後に使用許可を受けた

ものに係る使用料について適用し、同日前に使用許可を受けたものに係る使用料につい

ては、なお従前の例による。  

附 則(平成 26年 12月 18日条例第 32号)  

この条例は、平成 27年 4月 1日から施行する。  

附 則(平成 29年 3月 6日条例第 9号)  

この条例は、平成 29年 4月 1日から施行する。  

附 則(平成 30年 3月 14日条例第 1号)  

この条例は、公布の日から施行する。  

附 則(平成 30年 6月 27日条例第 19号)  

この条例は、平成 30年 10月 1日から施行する。  

附 則(平成 31年 3月 29日条例第 20号)  

(施行期日) 

1 この条例は、平成 31 年 10 月 1 日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、

附則第 4項の規定は、公布の日から施行する。  

(経過措置) 

2 第 1条から第 9条までの規定による改正後の各条例（以下「改正後の各条例」とい

う。）の規定は、施行日以後の使用又は占用に係る使用料、利用料金又は占用料（以下

「使用料等」という。）について適用し、施行日前の使用又は占用に係る使用料等につ

いては、なお従前の例による。  

3 第 10条及び第 11条の規定による改正後の那珂川市下水道条例及び那珂川市浄化槽の

設置及び管理に関する条例の規定は、平成 31年 5期分（11、12月使用分）以降排出す

る汚水に適用し、それ以前に排出する汚水については、なお従前の例による。  

4 施行日以後の各施設等の使用又は占用に係る使用料等は、施行日前においても、改正

後の各条例の規定の例により徴収し、又は収受することができる。ただし、第 10条及

び第 11条の規定に係るものを除く。 

別表第 1(第 4条関係) 

区分 開所時間 閉所時間 

平日 放課後から 18時まで 

  うち学校休業日 8時から 18時まで 

土曜日 8時から 17時 30分まで 

備考 学校休業日には、小中学校管理規則第 3条第 2項の規定により、休業日が振り

替えられた日を含む。 

別表第 2(第 7条関係) 



利用料金 

区分 利用料金 備考 

児童 1人月額 5,765円 小中学校管理規則第 3条第 1項第 3号から第 7号までに

該当する期間は、開所日 1日あたり 55円を加算する。 

3,880円 延長分 

児童 1人日額 525円 

備考 日額利用料金は、延長保育申請がなされていない児童が、平日においては 18

時以降、土曜日においては 17時 30分以降に退所した場合及び延長保育申請をして

いる児童が 19時以降に退所した場合の 1回当たりの額 


